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◼ 2017年、「未来投資戦略2017」において「オールジャパンでの電子手形・小切手への移行」が掲げられ、2021年、「成長戦略実行計画」において、「5年
後の約束手形の利用の廃止に向けた取組みを促進する」、「小切手の全面的な電子化を図る」ことが明記された

◼ 2025年度においても、金融庁の行政方針に「手形小切手の全面電子化に向けた、金融業界の自主行動計画の着実な進展を後押しする」旨が記載

１. 政府の動向①

年月 主な政府文書等 概要（抜粋）

2021年６月 成長戦略実行計画
（略）５年後の約束手形の利用の廃止に向けた取組を促進する。まずは、下請代金の支払に係る約

束手形の支払サイトについて60日以内への短縮化を推進する。さらに、小切手の全面的な電子化を図る

2023年６月
新しい資本主義のグランドデザイン

及び実行計画2023改訂版
約束手形・小切手の利用廃止に向けたフォローアップを行う

2023年６月
デジタル社会の実現に向けた

重点計画

決済については、法人インターネットバンキングの利用促進や手形・小切手の電子化に向けた取組を通

じて企業間決済のデジタル化の着実な進展を図りつつ、（略）

2024年８月 金融行政方針 手形・小切手機能の全面電子化に向けて、金融界が公表した自主行動計画の着実な進展を後押しする

2024年11月
国民の安心・安全と持続的な

成長に向けた総合経済対策

約束手形・電子記録債権等の支払サイトの短縮・現金払い化、2026 年の約束手形の利用の廃止に

向けた取組を促進する

2025年８月 金融行政方針 手形小切手の全面電子化に向けた、金融業界の自主行動計画の着実な進展を後押しする

2026年１月 中小受託取引適正化法施行 対象取引において、手形払等を禁止
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◼ 下請代金支払遅延等防止法（通称「下請法」）の改正法である、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する
法律」（通称「取適法」）が2026年１月１日に施行

◼ 「手形払」等の禁止等の禁止行為が追加され、同法の適用対象取引において手形払等が禁止された

１. 政府の動向②

取適法に関する改正事項

※ 公正取引委員会・中小企業庁の「取適法リーフレットNo.01 令和７年８月」から抜粋
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◼ 2025年の手形・小切手の交換枚数は1,416万枚。削減枚数は551万枚/年であり、2024年実績からは増加したものの、目標値984万枚（2026年
度末までの2年間で毎年均等に削減）からは乖離あり

◼ 月ベースでの交換枚数は2025年12月時点で約100万枚。自主行動計画の目標期限である2027年3月末までに、これをゼロにする必要がある

手形・小切手の年ベース交換枚数

※2020年～2022年推計値は、各年の全国手形交換枚数（2020年:4,091万枚、2021年:3,588万枚、
   2022年:3,203万枚）、2018年のアンケート（自行交換比率（手形21%、小切手26%））、

電子交換所における行内交換を除いた2023年の手形・小切手の割合（38.2%、37.2%）をもとに推計

２. 2025年度の取組み - 手形・小切手の交換枚数の削減状況 -
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※実数値については、月末が休日の場合、当該日の交換が翌月に実施され、月毎の交換枚数に変動が
生じている
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◼ 全銀協では、企業に対する周知・広報活動、および各金融機関の取組みを後押しするための情報提供を実施

◼ 各金融機関では、電子的決済サービスの利便性向上・導入支援や、手形・小切手削減施策の取組み等を実施

２. 2025年度の取組み - 全銀協の取組み・金融機関の取組み（概要） -

5

全銀協の主な取組み 各金融機関の主な取組み

① 周知・広報活動

• チラシを作成し全国的な周知・広報を実施

• 利用の多い地域・業界に対し周知・広報を強化

• 産業界の業界団体へ周知依頼を実施

• 金融機関の取引先向け説明会にてプレゼン実施

② 各金融機関の取組みを後押しするための情報提供

• 最終振出期限の設定等に係る法令面の整理と約款参考例等を共有

• 金融機関の地域内連携を目指した地区別交流会の開催
（詳細P６）

• 各業態が開催する勉強会にてプレゼン実施

• 各金融機関の営業店職員に対し勉強会を実施

① 電子的決済サービスの利便性向上

→金融機関の9割が検討済または検討中*

② 電子的決済サービスの導入支援

→金融機関の9割が検討済または検討中*

③ 金融機関における手形・小切手削減施策への取組状況

（詳細P７～９）

→既存先への手形用紙・小切手用紙の発行停止・終了等については

95％以上の金融機関が実施済・実施予定

→最終振出期限の設定等は約35％の金融機関が実施済・実施予定

*2025年のフォローアップアンケート調査結果
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【連携公表都道府県一覧】（2026年３月19日時点）

２. 2025年度の取組み - 全銀協の取組み：金融機関の地域内連携促進 -

都道府県名 公表月 都道府県名 公表月 都道府県名 公表月 都道府県名 公表月

北海道 2025/10 東京都 － 滋賀県 2026/2 香川県 2025/7

青森県 2024/10 神奈川県 － 京都府 2025/12 愛媛県 2025/6

岩手県 2025/11 新潟県 2025/3 大阪府 － 高知県 2025/6

宮城県 － 富山県 検討中 兵庫県 2025/12 福岡県 2025/11

秋田県 2024/7 石川県 検討中 奈良県 － 佐賀県 2025/11

山形県 2025/2 福井県 検討中 和歌山県 2025/12 長崎県 2025/6

福島県 2025/2 山梨県 2024/11 鳥取県 2025/7 熊本県 2025/4

茨城県 2025/9 長野県 － 島根県 2025/7 大分県 2026/3

栃木県 2025/7 岐阜県 2025/11 岡山県 2024/6 宮崎県 2025/6

群馬県 － 静岡県 2025/9 広島県 － 鹿児島県 2025/7

埼玉県 2026/3 愛知県 2025/11 山口県 2025/10 沖縄県 2025/9

千葉県 2025/11 三重県 2025/10 徳島県 2025/10

◼ 複数地域（計36地域）において県内金融機関における手形・小切手の電子化に関する連携を実施。全国銀行協会が実施した九州・沖縄地区金融
機関向け交流会（2月）を機に６県で、中国・四国地区金融機関向け交流会（4月）を機に８県で、県内金融機関の連携をリリース。他の複数地域
（９道県）においても全銀協・でんさいネットでオンライン交流会（８月~10月）を開催。

◼ 連携を公表した地域のなかには、地元メディアに取り上げられる等、周知効果の期待大。引き続き地銀を中心に他地域に対しても連携の検討を呼びかけ。
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◼ 金融機関における手形・小切手削減施策への取組状況を把握するため、取組施策として、下表の①～⑥の6項目について調査

◼ 手形用紙・小切手用紙発行停止等の①～③および⑥の施策について、95％以上の金融機関が実施済または実施予定であり、多くの金融機関で全
面電子化に向けた取組みが進んでいることを確認
（※ これらを踏まえ、自主行動計画のフォローアップにおける評価項目のうち、「①決済に関連する手数料体系の見直し」は、検討の必要性が低下したことから削除）

◼ 今後更なる取組みとして重要となる「④最終振出期限の設定」および「⑤他行を支払地とする約束手形等の預金入金扱い受付の停止」については、実
施済あるいは実施予定と回答した金融機関は約35％に留まる（ただし、最終振出期限については交換枚数ベース（推計値）では84%。詳細P８）

２. 2025年度の取組み - 金融機関における手形・小切手削減施策への取組状況① -

7

取組施策等
実施済 実施予定 小計 検討中 未検討等

回答数 割合 回答数 割合 回答数 割合 回答数 割合 回答数 割合

①当座預金口座の新規開設先への約束手形等の発行停止／新規開設停止 1,003 90% 81 7% 1,084 97% 19 2% 14 1%

②期日管理を伴う約束手形等（先日付の小切手を含む）の取立受付の停止 999 89% 89 8% 1,088 97% 18 2% 11 1%

③既存先への手形用紙・小切手用紙の発行停止・終了 65 6% 1,028 92% 1,093 98% 20 2% 4 0%

④最終振出期限の設定 5 0% 406 36% 411 37% 664 59% 42 4%

⑤他行を支払地とする約束手形等の預金入金扱い受付の停止 10 1% 378 34% 388 35% 692 62% 37 3%

⑥当座預金からの小切手以外の出金方法の制定（払戻請求書 等） 954 85% 122 11% 1,076 96% 33 3% 8 1%

（N=1,117）

金融機関における手形・小切手削減施策への取組状況に関するアンケート結果概要（12月末時点）
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２. 2025年度の取組み - 金融機関における手形・小切手削減施策への取組状況② -

8

最終振出期限の設定に関するアンケート結果概要（12月末時点）

◼ 最終振出期限の設定については、実施済あるいは実施予定と回答した金融機関は約37％に留まるものの、電子交換所の交換枚数ベースに換算すると
84％に該当する

◼ 特に、都市銀行、地方銀行、第二地方銀行協会加盟行については、実施予定がほぼ100％となっており、業態ごとに、取引先の特性を踏まえ取組状況が
異なると考えられる

※ 「交換枚数」は2025年実績で集計しており、それぞれの「割合」の数値は一部推計が含まれる。また、四捨五入の関係で、合計値が合わない場合がある。

業態 回答数
実施済 実施予定 検討中 未検討等

枚数
実施済 実施予定 検討中 未検討等

回答数 割合 回答数 割合 回答数 割合 回答数 割合 枚数 割合 枚数 割合 枚数 割合 枚数 割合

都銀 5 0 0% 5 100% 0 0% 0 0% 3,618,076 0 0% 3,618,076 100% 0 0% 0 0%

地銀 61 0 0% 59 97% 2 3% 0 0% 4,703,498 0 0% 4,549,285 97% 154,213 3% 0 0%

第二地銀 36 0 0% 36 100% 0 0% 0 0% 1,178,539 0 0% 1,178,539 100% 0 0% 0 0%

信金 254 0 0% 146 57% 77 30% 31 12% 3,865,730 0 0% 2,222,034 57% 1,171,895 30% 471,802 12%

信組 114 1 1% 75 66% 30 26% 8 7% 351,170 3,080 1% 231,033 66% 92,413 26% 24,644 7%

信託 6 0 0% 5 83% 1 17% 0 0% 14,731 0 0% 12,276 83% 2,455 17% 0 0%

労金 13 0 0% 11 85% 1 8% 1 8% 1,658 0 0% 1,403 85% 128 8% 128 8%

農協等 607 1 0% 60 10% 546 90% 0 0% 131,000 216 0% 12,949 10% 117,835 90% 0 0%

その他 21 3 14% 9 43% 7 33% 2 10% 290,243 41,463 14% 124,390 43% 96,748 33% 27,642 10%

合計 1,117 5 0% 406 36% 664 59% 42 4% 14,154,645 44,760 0% 11,949,984 84% 1,635,686 12% 524,215 4%
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２. 2025年度の取組み - 金融機関における手形・小切手削減施策への取組状況③ -

9

最終振出期限の設定におよび他行を支払地とする約束手形等の預金入金扱い受付の停止等の実施時期（12月末時点）

◼ 今後実施予定の回答が多かった施策について、実施予定時期を取りまとめ

◼ 既存先への手形用紙・小切手用紙の発行停止・終了については2026年３月、４月の実施が多い状況

◼ 最終振出期限の設定を実施予定と回答した金融機関のうち72％が、最終振出期限を2026年９月末と設定していた（調査の回答では、実施時期は
「2026年10月」の回答）

◼ 他行を支払地とする約束手形等の預金入金扱い受付の停止も同様に、2026年10月から実施の回答が最多

施 策
2026年 2027年

合計
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

③既存先への手形用紙・
小切手用紙の発行停止・終了

17 1 563 283 7 9 105 4 7 26 1 2 1 1 1 1028

2% 0% 55% 28% 1% 1% 10% 0% 1% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

④最終振出期限の設定

0 2 2 10 1 1 1 2 25 294 2 14 7 22 23 406

0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 6% 72% 0% 3% 2% 5% 6% 100%

⑤他行を支払地とする約束手形等
   の預金入金扱い受付の停止

1 1 4 26 3 1 2 0 21 230 2 6 27 2 52 378

0% 0% 1% 7% 1% 0% 1% 0% 6% 61% 1% 2% 7% 1% 14% 100%
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◼ 各金融機関が設定した最終振出期限の後は、当該金融機関による手形・小切手の交換持出は発生しないと考えられることから、調査における各金融機関
の最終振出期限の設定に関する回答に焦点を当てて交換枚数の削減枚数を試算

◼ 試算の結果、2026年11月および12月に交換枚数が大幅に減少し、2026年12月時点で交換枚数の残数は約７万枚となる見込み

削減枚数の試算に当たっての前提条件

✓ 調査における各金融機関の最終振出期限の設定の回答に焦点を
当てた交換枚数の削減枚数を試算

３. 金融機関における手形・小切手削減施策を踏まえた削減枚数の試算等

10

試算結果

【試算の前提】

※ 実際の交換枚数は月末が休日か否かで変動する。なお、2026年1月の交換枚数は約77万枚、2月は同73万枚。

• 通常の月の削減率は、2024年（1,967万枚）から2025年（1,416万枚）の

28.01%をもとに、2.71%と仮定

• 最終振出期限については、手形と小切手で、以下の仮定を置いて試算

– 手 形：最大２か月のサイトがあると仮定し、最終振出期限を設定した

金融機関の交換枚数がゼロになるのは、２か月後と仮定

– 小切手：手形と異なりサイトは存在しないが、呈示期間が振出日の翌日

から10日間であることから、最終振出期限を設定した金融機関の交換枚

数がゼロになるのは、保守的に見積もって１か月後と仮定

• 試算は、業態毎に上記計算を実施

• 実施時期を検討中と回答した金融機関には、2026年12月の目標交換枚数の

回答を依頼したことから、2026年12月に当該数値も勘案

• 2026年12月以降は、2027年４月に交換枚数がゼロになる（2026年度末ま

でに電子交換所における手形・小切手の交換枚数がゼロになる）ように線

形で簡易的に試算
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◼ 自主行動計画の目標期限まであと1年であることを踏まえ、試算結果を、月単位の交換枚数の目安となる数値として自主行動計画に反映

◼ 最終振出期限の設定を実施済み・実施予定の金融機関は、この試算が現実となった場合の、最終振出期限の前後に多くの事業者から金融機関への申込み・
問い合わせが集中する事態を避けるため、最終振出期限前から余裕をもってより多くの交換枚数を削減し、多くの事業者の電子的決済サービスへの移行を促す

◼ それ以外の金融機関は、交換枚数を着実に削減するため、体制整備、移行推進、周知案内など必要な取組みを強化

試算結果の留意点等

４. 削減枚数試算の自主行動計画への反映と今後の対応の方向性

11

試算結果を踏まえた対応

① 試算結果の自主行動計画への反映

• 試算結果は一定の目線となる数値であることから、自主行動計画に反映

② 最終振出期限の設定を実施済・実施予定の金融機関の対応

• 最終振出期限の前後に、電子化対応のために多くの事業者から金融

機関への申込み・問い合わせが集中し、混乱が生じる可能性

• 多くの事業者の電子的決済サービスへの移行を積極的に促し、最終振

出期限設定前から余裕をもってより多くの交換枚数を削減

③ 上記以外の金融機関の対応

• 交換枚数を着実に削減するため、体制整備、移行推進、周知案内な

ど必要な取組みを強化

• 経営層による認識のもと、企画部門と事務・営業部門が連携し、社内

横断で一貫したメッセージ発信と支援体制の構築

② 急激な減少
→申込等が集中する可能性

③ 2027年3月末に向け、
着実な削減が必要

全銀協およびでんさいネットにおいて支援が必要と考えられる金融機関を

選定し、必要な支援を行う
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◼ 2025年は、政府・産業界・金融界の関係者が一体となって手形・小切手機能の全面的な電子化に向けてさまざまな取組みを実施

◼ 2026年度は自主行動計画の最終年度であり、「手形・小切手の交換枚数ゼロ」を実現するという覚悟を持った対応が必要

◼ 全銀協としても、月単位の交換枚数目安の設定、四半期ごとのフォローアップなど、きめ細かく具体的に踏み込んだ対応を通じて、これまで以上に、関係
者一体となって手形・小切手機能の電子化に関する取組みを促進する

５. 2026年度における取組み事項

12

◼ 2026年度末の最終目標達成に向けた対応

① 評価項目にもとづく各金融機関における取組状況や、手形・小切手

の削減に向けた取組施策等の実施状況をフォロー

② 金融界・産業界・政府が連携して、ワンボイスで、手形・小切手機能の

全面的な電子化に関する周知活動を実施

③ でんさいネットとも連携のうえ、周知・広報を強化・継続

④ 手形・小切手を利用している事業者や業界団体等に対して全面的な

電子化の説明を継続

⑤ 支援が必要と考えられる金融機関に対する全銀協およびでんさいネッ

トによる支援

◼ その他証券に関する対応

○ 電子交換所の廃止を見据え、その他証券について、関係機関・関係

省庁とも連携のうえ、その他の決済手段や電子交換所以外での代替

決済手段等の検討を行う。

2026年度の取組み

2026年４～６月 2026年７～９月 2026年10月～12月 2027年1月～３月

2026年度の取組みイメージ

全
面
的
電
子
化

【最終振出期限設定金融機関】
余裕をもった削減

【その他の金融機関】
体制整備、移行推進、周知案内など必要な取組みを強化

最終振出期限施策等
フォローアップ・
交換枚数還元

▲

最終振出期限施策等
フォローアップ・
交換枚数還元

▲

【全銀協・でんさいネット】
支援が必要な金融機関の支援

最終振出期限施策等
フォローアップ・
交換枚数還元

▲

※ 削減状況を踏まえて適宜検討会開催

【全銀協・でんさいネット】
連携した周知・広報

【金融界・産業界・政府】
連携したワンボイスの周知活動
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◼ 調査報告書（案）および自主行動計画の改定版（案）の内容について、メンバーの皆様からご意見をお寄せいただきたい【提出期限：３月26日（木）
正午】（提出方法は、別途ご案内）

◼ 自主行動計画の改定、調査報告書の策定・公表までのスケジュールは下表のとおり

３月24日（火）（本日）

調査報告書（案）および自主行動計画の改定版（案）（※）の内容について意見募集
【３月26日（木）正午期限】

※ 2026年度末までの月次ベースの目標削減枚数等、記載のアップデートを実施

３月26日（木）午後以降 第23回会合開催（書面予定）【調査報告書（最終版）および自主行動計画の改定版を提示】

３月27日（金）目途
※3月30日（月）となる可能性あり

以下の内容について全銀協ウェブサイトに公表後、金融機関・金融関係団体宛に通知

① 2025年度調査報告書

② 自主行動計画の改定版

６. 今後のスケジュール - 自主行動計画の改定、調査報告書の策定・公表に向けて -

13
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Appendix
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0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2021年 2022年 2023年 2024年 2025年

都市銀行

地銀

第二地銀

信託銀行

信用金庫

信用組合

労働金庫

JA等

その他

5,272万枚

※( )内は
回答金融機関数

2022年 2023年 2024年 2025年
23年比24年

増減率
24年比25年

増減率
構成比
(2025)

都市銀行(5) 1,302 467 370 188 ▲20.1% ▲49.2% 12.4%

地方銀行(62) 2,057 1,324 974 426 ▲26.4% ▲56.3% 28.0%

第二地方銀行(37) 515 305 254 106 ▲16.9% ▲58.3% 7.0%

信託銀行(6) 3 2 2 0.9 ▲19.0% ▲45.4% 0.1%

信用金庫(255) 1,835 1,097 983 678 ▲10.4% ▲30.9% 44.6%

信用組合(116) 138 108 99 66 ▲9.2% ▲32.6% 4.4%

労働金庫(13)
算出
不可

算出
不可

0.3 0.2 ― ▲25.1% 0.01%

JA・マリンバンク
(489)

92 51 38 23 ▲24.3% ▲40.7% 1.5%

その他(23) 54 49 30 31 ▲39.1% 5.5% 2.1%

計 5,996 3,403 2,749 1,520 ▲19.2% ▲44.7% 100%

単位：万枚

Appendix フォローアップアンケート結果① -（参考）業態別発行枚数 -

◼ 約束手形等の発行枚数については、2025年は2024年から45%減少

◼ 2024年から2025年の発行枚数の減少率は第二地方銀行が最も大きく▲58.3％。次いで地方銀行が▲56.3％

◼ 2025年の手形・小切手合計の発行枚数の業態別比率は、信用金庫、地方銀行、都市銀行の順に多く、3業態で全体の約85％を占める

（参考・推計値）発行枚数の業態別枚数（手形・小切手） 2025年の発行枚数の業態別比率（手形・小切手）

15
※千枚単位を四捨五入で計数を算出（信託業態・労働金庫業態は1万枚未満のため千枚単位で記載）。

5,996万枚

3,403万枚

2,749万枚

1,520万枚

▲43.2%

▲19.2%

▲44.7%

+13.7%
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◼ 自主行動計画に定めている評価項目のうち、「電子的決済サービスの利便性向上（改善）策の検討」、「電子的決済サービスの導入支援の実施」につい
て、2021年から右肩上がりに上昇

◼ 電子的決済サービスの利便性向上（改善）策は、過去に実施した金融機関を含め検討を実施済または検討中と回答した割合が、全体の約93％
（前年比＋1.2%）。法人IBのUI/UXおよび画面レイアウトの見直しの実施、でんさいの操作画面の見直し等が実施された

項番 評価項目※1 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
増減率

(対2021年)

１
約束手形等の発行手数料、
取立手数料等の見直しの
検討

47％ 78％ 84% 86%
ー

※2
ー

２
電子決済サービスに係る
手数料の見直しの検討 50％ 52％ 58% 68%

ー
※2

ー

３
電 子 的 決 済 サ ー ビ ス の
利便性向上（改善）策
の検討

87％ 86％ 89% 89% 93% ＋6%

４
電 子 的 決 済 サ ー ビ ス の
導入支援の実施 76％ 85％ 86% 91% 90% ＋14%

５
事業者への資金繰り支援
の状況（事例）

手形割引の代替手段としてでんさい割引活用を提案、短期資金需要
についても証書貸付で対応できるように行内規定を整備 等

各金融機関が実施した施策に関する評価項目

Appendix フォローアップアンケート結果②

※1 項番１～項番３は、過去に実施した金融機関を含め検討を実施済または検討中と回答した割合。項番４は、過去に実施した金融機関を含め実施済と回答した割合。

※2 項番１、２について、2025年6月に実施したアンケートにおいて、「既存先への手形用紙・小切手用紙の発行終了」について約9割が公表済・公表予定であり、検討の必要性が低下したことから、評価項目から削除。

➀ 電子的決済サービスの利便性向上（改善）策の検討

■検討を実施 ■検討中（結論が出ていない） ■過去に実施した ■実施していない

2023年2022年2021年

60%

50%

30%

10%

40%

20%

70%

2024年
0

5,272

1,835

▲0.5% ＋3%

▲1.2%
80%

90%

100%

13.3％

5.7%

13.8％

3.2%

83.0%

10.8％

5.2%

81.5%

2.5%

81.0％

10.9％

6.6%

80.3%

2.1%

2025年

81.5%

1.9%

9.8%

6.8％

約93％

+4.2%▲0.2%

※検討の実施有無であり、
見直しの実施有無を示すものではない
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◼ 電子的決済サービスの導入支援は、過去に実施した金融機関を含め実施済と回答した割合が全体の約90％と前年比同水準。営業店と本部が連携した
うえでの導入サポート等を実施した金融機関が見られた

◼ 約束手形の利用を廃止する事業者に対する資金繰り支援の事例も複数確認した

Appendix フォローアップアンケート結果③

17

② 電子的決済サービスの導入支援の実施

2025年

約90％

2023年2022年2021年

60%

50%

30%

10%

40%

20%

70%

2024年
0

＋8%

＋1%
＋5%

80%

90%

100%

■実施 ■過去に実施した ■実施していない835

14.5％

5.0%

80.5%

15.5％

84.5%

9.2％

6.2%

84.6%

23.9％

76.1%

9.7％

4.7%

85.6%

▲0.5%

③ 約束手形の利用を廃止する事業者に対する資金繰り支援の事例

⚫ 手形廃止に伴い資金繰りに影響が見込まれる事業者に対しては、運転資金として
当座貸越の利用に加え、手形割引に代わる手段としてでんさい割引の活用を提案し、
事業者の経営状況に応じて柔軟に対応。

⚫ 短期の資金需要についても証書貸付で対応できるように行内規定を整備。

⚫ 取適法の対象となる可能性がある取引先リストを営業店へ還元し、支払サイト短縮に
よる資金需要についてヒアリングを実施。必要に応じて個別支援を行った。

⚫ 約束手形を利用している事業者に個別面談し、資金繰りに対する相談者へ当座貸越
や長期一括返済型の証書貸付を案内し、資金繰りサポートを実施。

⚫ クレジットカード等代替決済サービスの案内、手形廃止に伴う経営相談等の支援
メニューをまとめたチラシを作成。
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